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いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの

排除等の対策について

昨今、大規模工事において低入札価格調査制度調査対象工事の増加傾向が見受けられ

るが、いわゆるダンピング受注については、公共工事の品質の確保に支障を及ぼしかね

ないだけでなく、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につなが

るものであり、国民の安心・安全の確保や建設業の健全な発展を阻害するものである。

このことから 「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について」、

（ 、 、 、平成１５年２月１０日付け国官総第５９８号 国官会第２２２０号 国地契第８３号

、 、 ） 、国官技第２８９号 国営計第１５７号 国総入企第４７号 に定められた措置等に加え

今般、下記のとおり、主に大規模工事を中心として、低入札価格調査制度対象工事に対

する対策を実施することとしたので遺漏のないよう措置されたい。



記

第１ 適正な施工の確保の徹底

１．低入札価格調査制度調査対象工事に係る重点調査の対象拡大及び調査結果のホー

ムページにおける公表

「低入札価格調査制度対象工事に係る重点調査の試行について （平成１２年１２」

月１２日付け建設省会発第７７３号、建設省厚契発第４４号、建設省技調発第１９

３号、建設省営計発第１５９号。以下「重点調査試行通知」という ）に基づき試行。

している重点調査について、予定価格１億円以上の低入札価格調査制度調査対象工

事は全て当該重点調査を実施し、調査結果については各地方整備局ホームページに

おいて公表することとする。また、予定価格１億円未満の場合においても積極的に

試行するものとする。

．下請業者への適正な支払確認等のための立入調査の強化等2
地方整備局等の建設業担当部局等は、一般競争入札における低入札価格調査制度

調査対象工事を中心に、下請業者も含め緊急立入調査を実施し、契約の締結状況、

下請代金の支払い状況等について、より詳細な実態把握を行うとともに、必要に応

じフォローアップのための追加調査を行うこととする。

また、調査の結果、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等

の措置を講じるほか、必要に応じて関係機関への通報を行うものとする。

なお、建設業法に基づく監督処分が行われた場合には、これと連動して、発注部

局においても指名停止等の措置を実施することとする。

．工事コスト調査の内訳の公表3
国土交通省直轄工事における工事コスト調査については、低入札価格調査制度調

査対象工事において 「工事コスト調査について （平成１４年２月１２日付け国地、 」

契第５４号、国官技第３１６号、国営計第１８９号）及び「工事コスト等調査につ

いて （平成１４年２月１２日付け国港管第１１３５号、国港建第２５６号）により」

措置されているところであるが、工事施工後に行う工事コスト調査の内訳及び上記

低入札価格調査制度調査対象工事に係る重点調査における資料等との整合性などに

ついての分析結果を各地方整備局ホームページにおいて公表することとする。

．発注者の監督・検査等の強化4
予定価格１億円以上の低入札価格調査制度調査対象工事について、モニターカメ

ラを工事現場に設置し、監督業務において補助的に活用することにより、工事全体

の施工状況を把握することとする。また、発注者の指定する不可視部分の出来高管

理を、受注者がビデオ撮影により行い、検査時等において発注者に提出することを

契約上義務付けることとする。

「政府調達に関する協定 （平成７年条約第２３号）の適用を受ける工事における」

低入札価格調査制度調査対象工事については、契約図書に示された施工プロセスで

施工管理が適切に行われているかを発注者が常時確認し、工事成績評定にも反映さ

せることとする。



．受注者側技術者の増員の対象拡大5
「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について （平成１」

５年２月１０日付け国官総第５９８号、国官会第２２２０号、国地契第８３号、国

官技第２８９号、国営計第１５７号、国総入企第４７号）第２の１．①に規定する

要件については、予定価格１億円以上の工事の場合には 「７０点未満の工事成績評、

定を通知された企業」を要件とし、対象を拡大することとする。

．指名停止措置の強化6
低入札価格調査制度調査対象工事において、粗雑工事が生じた場合は、指名停止

期間につき最低限３ヵ月とするための指名停止措置運用基準の改正を行うこととす

る。

第 適正な競争環境の整備2
１．前工事の単価による後工事の積算

大規模工事における国庫債務負担行為の設定を再検討し、可能な限り分割発注を

行わないよう事業計画を設定することとする。

また、前工事と後工事の関係にある工事のうち 「政府調達に関する協定」の適用、

を受ける前工事が、低入札価格調査制度調査対象となった場合については、前工事

で単価等の合意を行い、後工事に係る随意契約を行う場合は、前工事において合意

した単価等を後工事の積算で使用するものとし、その旨を入札説明書等で明記する

ものとする。

第 ダンピング受注対策地方協議会の開催3
地方整備局の管轄区域を基本として、地方整備局の発注部局及び建設業担当部局

が中心となって、管内都道府県、政令市等から設置されている、ダンピング受注対

策地方協議会を本年度早期に開催し、低入札価格調査等に係る情報（落札率、受注

業者名、施工状況等）の集約を行うとともに、必要な取り組みについて、意見交換

を行うこととする。


